
視覚に障害のある方の社会参加を促進するため、広
島県では盲導犬給付事業を実施しています。
《対象》

県内（広島市を除く）に1年以上居住し、今後も居
住が見込まれる18歳以上の視覚障害者で、次の各項
に該当される方
・視覚障害による身体障害者手帳の等級が1級または2級
・就労（見込含）等、社会活動の参加に効果があると

認められる
・盲導犬を適切に利用し、飼育できる
・自己所有家屋以外への居住者は、盲導犬飼育の承

諾を家屋の所有者等から得られる
《申込締切》7月31日（火）

制度に
関する

お知ら
せ 行政情報

□問社会福祉課　障害者福祉係　担当：日野
☎・お太助フォン42-5615　 42-2130

JR芸備線対策協議会では、地域の活性化や芸備線
の利用促進のため補助金を交付しています。

※制度の利用には事前申請が必要です。

JR芸備線補助制度盲導犬給付事業

□問芸備線対策協議会　☎0824-62-6395

補助名 補助要件 補助金額

JR利用促進
事業補助

行事等10人以上のグルー
プでの芸備線利用

1グループあたり
2万円以内

（運賃の1/2）

芸備線利用促進地域
活性化イベント補助

民間団体が10人以上で芸
備線、または駅舎等を利用
しイベントを開催

1団体あたり
3万円以内

（経費の1/2）
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「提案募集方式」による地方分権改革

人
口
減
少
社
会
、
少
子
高
齢
化
社
会
の
到
来

な
ど
、
社
会
環
境
が
大
き
く
変
化
し
た
現
在
、

地
域
が
直
面
す
る
課
題
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
ま

す
。
は
た
し
て
、
現
行
の
国
の
制
度
は
、
そ
の

よ
う
な
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
仕
組
み
と
な
っ

て
い
る
の
か
疑
問
が
残
り
ま
す
。
実
際
に
、
地

方
公
共
団
体
が
市
民
サ
ー
ビ
ス
充
実
の
観
点
か

ら
、
推
進
す
る
施
策
に
つ
い
て
、
国
の
制
度
や

運
用
が
障
害
と
な
っ
て
、
施
策
の
実
行
を
妨
げ

る
事
例
が
多
く
み
ら
れ
る
の
が
現
状
で
あ
り
ま

す
。
例
え
ば
、
人
口
減
少
や
新
技
術
等
の
今
日

的
な
課
題
に
つ
い
て
、
現
行
の
国
の
基
準
が
厳

格
す
ぎ
た
り
、
施
設
・
設
備
や
職
員
の
配
置
等

の
基
準
が
全
国
一
律
で
、
地
域
の
実
情
に
合
わ

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
た
と
え
対
応

で
き
て
も
時
間
が
か
か
っ
た
り
、
事
務
的
負
担

が
大
き
く
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
課
題

を
解
決
す
る
た
め
、
自
治
体
独
自
で
国
（
内
閣

府
）
に
対
し
て
提
案
が
で
き
る
仕
組
み
と
し
て

生
ま
れ
た
の
が
、
平
成
26
年
度
か
ら
開
始
さ
れ

た
「
提
案
募
集
方
式
」
で
あ
り
ま
す
。

「
提
案
募
集
方
式
」
に
よ
る
地
方
分
権
改
革

と
は
、
国
（
内
閣
府
）
が
自
治
体
か
ら
提
案
を

受
け
る
と
、
関
係
府
省
庁
と
調
整
を
行
い
、
見

直
す
べ
き
も
の
は
見
直
す
仕
組
み
で
あ
り
ま

す
。
そ
の
結
果
、
権
限
移
譲
（
国
↓
地
方
、
県

↓
市
町
）
、
ま
た
は
、
国
か
ら
地
方
公
共
団
体

に
対
す
る
規
制
緩
和
等
に
つ
な
が
り
ま
す
。
こ

の
「
提
案
募
集
方
式
」
は
、
従
前
と
異
な
り
、

法
律
の
み
な
ら
ず
政
令
・
省
令
か
ら
通
知
等
の

運
用
ま
で
も
対
象
と
す
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
り

ま
す
。
平
成
26
年
の
導
入
当
初
は
、
府
県
の
提

案
が
多
い
状
況
で
し
た
が
、
平
成
29
年
頃
か
ら

市
町
村
の
提
案
が
増
え
て
き
て
お
り
ま
す
。
他

市
町
村
が
提
出
し
た
事
例
と
し
て
「
農
地
転
用

許
可
の
緩
和
」
「
保
育
士
の
配
置
要
件
の
緩

和
」
「
救
急
隊
編
成
基
準
の
緩
和
」
「
地
方
版

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
創
生
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

本
市
に
お
い
て
も
、
地
域
活
性
化
の
た
め

民
泊
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
４
年
前
（
平
成

26
年
）
に
提
案
募
集
方
式
に
よ
る
申
請
を
し

ま
し
た
。
結
果
と
し
て
は
実
現
し
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
動
き
が
契
機
と
な
り
、

今
年
６
月
民
泊
新
法
が
施
行
さ
れ
て
、
合
法

的
に
民
泊
が
可
能
と
な
っ
た
も
の
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

本
市
に
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
「
保
育
士
の
資

格
要
件
の
緩
和
」
「
鳥
獣
捕
獲
要
件
の
緩
和
」

等
の
課
題
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
課
題
に
対
し
て

「
提
案
募
集
方
式
」
を
活
用
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

地
域
が
抱
え
る
課
題
は
一
様
で
な
く
、
画

一
的
な
規
制
の
中
で
は
解
決
で
き
な
い
問
題

も
多
々
あ
り
ま
す
。
地
域
の
実
情
に
即
し
、

本
市
の
個
性
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
を

行
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
「
提
案
募
集
方

式
」
な
ど
の
仕
組
み
を
積
極
的
に
活
用
し
て

い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
地
方
分
権
の
趣
旨
に
沿
っ

て
市
民
の
皆
様
が
ゆ
と
り
と
豊
か
さ
を
実
感
し
、

安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
に

向
け
た
施
策
を
展
開
し
て
ま
い
り
ま
す
。

《対象》
市に住民登録、または本籍のある方
（過去に登録があった方も含みます）

《登録方法・受付窓口》
本庁総合窓口課・各支所窓口係に申請書を用意して

おりますので、必要事項を記入し提出してください。
（書類の提出は郵送でも受け付けます）

《必要書類》
・登録者本人の本人確認書類（免許証・マイナンバー

カード・パスポート等顔写真付き身分証明書）
※顔写真付き身分証明書をお持ちでない方は保険

証・年金手帳等の書類を２点ご用意ください。

※代理人申請の場合は、登録される本人の本人確認
書類に加え、代理人の本人確認書類と委任状（法
定代理人が申請する場合は法定代理人の資格を証
明する書類）が必要です。

《登録費用》
　無料
《通知される請求》

・住民票の写し※除票含む
・住民票記載事項証明書
・戸籍（謄本・抄本）※除籍含む
・戸籍の附票※除附票含む

《通知されない請求》
・本人等からの請求
・国、地方公共団体等からの公用請求

《通知内容》
①交付年月日②証明書の名称③通数④交付請求

者の種別（代理人・第三者の別）
※交付請求者の氏名、住所等を通知することはでき

ません。

７月１日から「登録型本人通知制度」が始まります

□問総合窓口課　窓口係　担当：西本
☎・お太助フォン42-5616　 42-2130

登録型本人通知制度
住民票の写し等を代理人や第三者に交付した際、事前
に登録した登録者にその交付した事実をお知らせする
ことで、不正請求の抑止や権利侵害を防止することを目
的とした制度
※交付の可否を登録者に確認したり、交付ができないように

する制度ではありません。
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